
本事業の役割

地域農業マスタープランを基本に据え、岩手県農地中間管理機

構（機構）の公益社団法人岩手県農業公社が農地の中間的受け

皿となり、担い手への農地集積・集約化を図るもので、リタイアや

規模を縮小する農業者、農地の相続人等、自分で耕作できない農

地を機構へ貸し付け、その農地を機構が担い手へ貸し付けます。

対象になる農地は？

市街化区域以外の農地となります。

機構集積協力金（国）について

機構に農地を貸し付けた農家や地域に対し、岩手県が定めた交付基準に基づき機構集積協力金が交

付されます。
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農地中間管理事業

担当課 農業振興課水田営農係 TEL 72-8239

農地を貸したい、借りたい

機構集積協力金の種類別交付単価表（10a当たり）

種類 対象者・地域 交付要件 交付単価

地域集積

協力金

○地域農業マスタープラン

により、機構に一定割合

以上の農地を貸し付けた

地域

交付対象面積の１割以上が新たに担

い手へ集積されること。

※中山間地域は、最低貸付割合が一

般地域の５分の１に緩和されます。

機構への貸付割合に応

じて、2.8万円～3.4万円

/10aの単価で交付。

※中山間地域は交付単

価が異なります。

※交付単価は令和７年度の農林水産省による予定額です。
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（農地を貸したい）手続はどうするの？

※年間賃貸料の１％を事務手数料として負担していただきます。

（農地を借りたい）手続はどうするの？

※年間賃借料の１％を事務手数料として負担していただきます。

貸したい人の動き

①プラン見直しの話合
いに参加し、農地利用
の方向付けを相談しま
す。

②機構から委託を受けた市町村等と期間、

賃料等の諸条件を相談し、契約します。

（機構に貸借に係る権利が移動）

①農業振興課の
担当へ相談しま
す。

③受け手が、まとまりのある形で利用できるよ
う、必要に応じて機構等が条件整備を実施しま
す。

○公的機関が農地を預かるので安心です。

○機構から直接賃借料を受け取ることができます。

○契約期間終了後、確実に農地が戻ります。

○要件を満たせば「機構集積協力金」の交付が受けられます。

メ リ ッ ト

全体の流れ

所有者から農地を貸したいという申出

▼

機構が貸付希望者リストを作成

▼

機構又は市町村と所有者との交渉

（期間、賃料等）

⇒貸借の契約締結

▼

機構が農地中間管理権を取得

借りたい人の動き

②機構と期間、

賃料等の諸条

件を相談します。

①機構による借受希望者の募集に応募

します。※農業振興課で受付をします。

②プラン見直しの話

合いに参加し、

農地の集積・集約

化について相談し

ます。

③農地の貸借内容が記載された農用地利用

集積計画が公告されると、借受希望者に

農地の貸借に係る権利が移動します。

○まとまりのある農地を借りることができ、農作業の効率化と

コストダウンが可能となります。

○農地の出し手が複数いても、機構との契約だけで済みます。

○賃借料の支払いは、機構に一本化され、口座振替で便利です。

メ リ ッ ト

全体の流れ

借受希望者の募集への応募(公募)

▼

借受希望者リストの公表

▼

機構と借受希望者との交渉

▼

農用地利用集積計画の作成

▼

決定公告により、借受希望者へ

貸借権が移動


